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消費者庁食品表示企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「食品表示基準Ｑ＆Ａ」の一部改正について 

 

食物アレルギーの義務表示対象品目として「くるみ」を追加するほか、遺伝子組換え表

示制度に係る改正などを主な内容とする、食品表示基準の一部を改正する内閣府令（令和

５年内閣府令第 15号）が本日、公布されました。 

上記改正に係る事項のほか、食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）の解釈を明

確にすべきと判断した事項等について、別紙新旧対照表のとおり「食品表示基準Ｑ＆Ａ

（平成 27 年３月 30 日消食表第 140 号）」を一部改正しましたので、関係者に対する

周知をお願いします。 

 


